
管理不全空家等の対応方針
について

2024年度 第１回豊岡市空家等対策協議会資料２
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豊岡市空家等対策協議会

管理不全空家等・・・指導・勧告

特定空家化を未然に防ぐ管理

○空家の増加が見込まれる中、周囲に著しい悪影響を及ぼす「特定空家等」となる前の段階の対応として、

管理の確保を図ることが必要

管理不全空家等に対する措置

出典：国土交通省HPより

背景・必要性

〇国が「空家の管理指針」を告示

〇放置すれば特定空家になるおそれのある
「管理不全空家」に対し、市が「指導」・「勧告」

〇「勧告」された空家は住宅利用が難しく、敷
地に係る固定資産税等の住宅用地特例（1/6 

等に軽減）を解除
特定空家等・・・指導・勧告・ 命令・代執行
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豊岡市空家等対策協議会

出典：国土交通省HPより

○ 適切な管理が行われていない空家等が放置されることへの対応として、固定資産税等の住宅用地特
例を解除。

＜特定空家等に対する措置＞ 勧告を受けた特定空家等の敷地について、住宅用地特例の適用対象から除外

＜管理不全空家等に対する措置＞ 勧告を受けた管理不全空家等の敷地についても、住宅用地特例の適用対象から除外

助言・指導 勧告 命令 行政代執行
住宅用地特例
適用対象除外

指導 勧告
住宅用地特例
適用対象除外

指導対象：適切な管理が行われていないことにより、そのまま放
置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態

勧告対象：指導しても改善されず、そのまま放置すれば特定空
家等に該当するおそれが大きい

管理不全空家等に対する措置
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豊岡市空家等対策協議会

管理不全空家等・特定空家等に対する措置の流れ
区⻑、市⺠等から危険空家の苦情、要望等の情報

現地調査・確認

所有者、相続関係者等調査

適正管理依頼（法12条）改修、除却等

改善されない
必要に応じて報告徴取

必要に応じて立入調査

拒否・虚偽（20万円以下の過料）

管理不全空家等に認定 特定空家等に認定
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豊岡市空家等対策協議会

命令・事前通知（法22条4項）

税の特例解除勧告（法13条2項）

改善されない

戒告（行政代執行法）

命令実施（法22条3項）

措置なし（50万円以下の過料）

管理不全空家等に認定 特定空家等に認定

指導（法13条１項） 助言又は指導（法22条１項）

改善されない

特定空家等へ

勧告（法22条2項）

命令・意見聴取（法22条5〜8項）

改善されない

代執行令書（行政代執行法）

代執行実施（法22条9項）緊急代執行（法22条11項）

緊
急
の
場
合

略式代執行（法22条10項）

所
有
者
を
特
定
で
き
な
い
場
合
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豊岡市空家等対策協議会

管理不全空家等と特定空家等の定義

以下のいずれかの状態にあると認められる空家等
① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとな
るおそれのある空家等

特定空家等

管理不全空家等
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豊岡市空家等対策協議会
出典：国土交通省HPより

管理不全空家等・特定空家等のイメージ
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豊岡市空家等対策協議会

危険空家の件数

計レベル③レベル②レベル①特定空家等
ランク

地区

9856357豊 岡

1284城 崎

251951竹 野

5244431日 高

201523出 石

61391372但 東

26818163213合 計

〇2024.1.31時点 （単位：⼾）

レベル① 早急に対応が必要と思われる特定空家等候補
レベル② このまま放置すれば将来特定空家等候補に該当すると思われる空家等
レベル③ その他の空家等
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豊岡市空家等対策協議会

管理不全空家等・特定空家等の認定判断の考え方

※ 特定空家等の定義
Ａ 保安上危険：そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
Ｂ 衛生上有害：そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
Ｃ 景観悪化：適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
Ｄ 周辺の生活環境への影響：その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

＜影響の有無＞
「空家等の倒壊等により、近隣家屋の居住者等若しくは家屋等又は隣接道路の通行者若しくは車両等に危険が

及ぶおそれがあるか否か」等影響の有無を、調査票の「影響の評価項目」ごとに評価する。

＜空家等の状態＞
「空家等の物的状態が次のＡからＤまでの各状態であるか否か、そのまま放置すればこれらの各状態に該当す

ることとなるおそれがあるか否か」を、調査票の「損傷・影響の程度の評価項目」ごとに評価する。

空家等の現地調査

空家特措法における特定空家等の定義ごとに、次の２つの観点から作成した「調査票」に基づき
空家等の評価を行う。
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豊岡市空家等対策協議会

＜周辺の状況・空家等の状況などによる悪影響の程度＞
１ 周辺の状況

空家等が現にもたらしている、又はそのまま放置した場合に予見される悪影響の事象の範囲内に、「周辺
の建築物や通行人等が存在し、又は通行し得て被害を受ける状況にあるか否か等」により、以下の状況を判
断する。
・空家等が「狭小な敷地の密集市街地」に位置している場合
・空家等が「通行量の多い主要な道路」や「通学路」の沿道に位置している場合

２ 空家等状況
空家等が現にもたらしている、又はそのまま放置した場合に予見される悪影響の事象が周辺の建築物や通

行人等にも及び得ると判断された場合に、その悪影響の程度が社会通念上許容される範囲を超えるか否か等
により判断する。
・空家等が「大規模」な場合

３ その他の状況
・空家等が「大雪や台風等の影響を受けやすい地域」に位置する場合 など

＜危険等の切迫性＞
・周辺の建築物や通行人に被害が及ぶおそれが、どの程度切迫しているか。

悪影響の程度及び危険等の切迫性
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豊岡市空家等対策協議会

＜現地調査による点数化とランク分け＞
150点以上 ⇒ レベル１
100点以上150点未満 ⇒ レベル２
100点未満 ⇒ レベル３

特定空家等の候補 ⇒ レベル１（150点以上）
管理不全空家等の候補 ⇒ レベル１及びレベル２（100点以上）

＜悪影響の程度・危険等の切迫性を総合的に判断し認定＞

〇上記候補の中から、特定空家等又は管理不全空家等に認定するかどうかを、「悪影響の程度と危険等の切迫性」を
勘案し、総合的に判断する。
※特定空家等の認定に当たっては、豊岡市空家等対策協議会で協議を行ったうえで、市としての認定を行う。

〇判断基準は一律とせず、地域の実情も勘案しながら、悪影響を受ける周辺環境があるかどうかや、悪影響の程度と
危険等の切迫性を適宜判断する。

認定の判断まとめ
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豊岡市空家等対策協議会

「悪影響の程度と危険等の切迫性」による認定の目安

※ この認定の目安は一律とせず、特に必要な場合はこの目安によらず、別途判断することとする。

参考

15-2

密
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・
市
街
地

通
行
量
多
い

通
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あり

なし

あり

なし

あり

なし

あり

なし

100以上
150未満

特定空家等 管理不全空家等

－

レベル２

いずれかに該当
管理不全空家等

該当なし
－

評点 ランク

周辺の状況等による悪影響の程度

危険等の切迫性 総合判定

150以上 レベル１

いずれかに該当
特定空家等

該当なし



豊岡市空家等対策協議会

特定空家等（管理不全空家等）の判断の流れ（変更点）

１ 管理不全空家等の認定の流れを加える。

２ 現地調査の際に使用する調査票の見直し
⑴ １次評価・２次評価の区分を無くし、すべての空家で全項目評価を行う。

・１次評価で「A 保安上危険の項目（建物の危険度）」を評価して、150点未満の場
合に２次評価を行っていたが、「A 保安上危険の項目（建物の危険度）」のみ調査
する意味が明確でないため今回見直すこととする。

⑵ 調査票の点数区分などを一部変更する。
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豊岡市空家等対策協議会

管理不全空家等・特定空家等の判断の流れ（変更後）
新規空家等情報

（区⻑､市⺠からの苦情､要望､パトロール等による情報)

レベル③（100点未満）
（その他の空家等）

レベル②（100点以上150点未満）
（放置すれば将来特定空家等候補に該当）

①・②から
管理不全空家等を認定

レベル①（150点以上）
（早急に対応が必要と思われる特定空家等候補）

「空家等対策協議会」で協議

特定空家等に認定

特定空家等へ認定を検討

是正されない場合
かつ、150点以上

経過観察
100点未満

150点未満

150点以上

150点以上

（原則、目視判断）

是正されない場合

調
査
票
に
よ
る
評
価

空家等現地調査（調査票による評価とランク分け）

悪影響の程度・危険等の切迫性を判断して特定空家等候補を選定

悪
影
響
の
程
度
・
危
険
等
の

切
迫
性
を
判
断

空家等の状態が
更に悪化

適正管理の促進依頼
２回以上の場合 30点加点
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豊岡市空家等対策協議会

特定空家等の判断の流れ（現行）
新規空家等情報

（区⻑､市⺠からの苦情､要望､パトロール等による情報)

特定空家等判断基準に基づく調査（項目Ａ）
「Ａ：建物の危険度」の評価項目で判断

③その他の空家等
（適切に管理されているもの、損傷が軽度なものなど）

②このまま放置すれば将来特定空家等
候補に該当すると思われる空家等

①早急に対応が必要と思われる特定空家等候補

「空家等対策協議会」で協議

特定空家等に認定

経過観察

150点未満

150点以上

150点以上

目視（良好な管理状態）

適正管理の促進依頼２回以上の場合
該当各項目に30点加点

是正され
ない場合

１次評価

衛生面・景観面・生活環境の保全面
（項目ＢＣＤ）の評価項目を加算

必要に応じ適正管理の促進依頼
（特措法第12条）

２次評価
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豊岡市空家等対策協議会

管理不全空家等・特定空家等判断に係る調査票（主な改正点）
〇空家の傾きの程度

改正前
該当＝50

なし＝25

改正後
1/20超＝ 50

1/20～1/60＝ 25

1/60未満＝ 0

〇基礎など主要部分の程度
（部材の飛散・擁壁の倒壊も同様）

改正前
該当＝ 50

なし＝ 25

改正後
該当
全体的・著しい＝ 50

部分的＝ 25

該当なし＝ 0
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